
 

は  じ  め  に  

 

 

  配 偶者 等か らの 暴力は 、そ の形 態の如 何を 問わ ず、 重大な 人権 侵害

で す 。 被 害 者 は多 く の 場 合 女 性 で あ り 、 男 女 共 同 参画 社 会 の 形 成 を 阻

害する大きな 要因とな っていま す。  

  配 偶者 等か らの 暴力は 、家 庭内 の問題 や個 人的 な問 題とし て潜 在化

しやすく、被害者へ の支援が 必 ずし も十分に行わ れてきま せんでし た。 

  このよう な状況を 改善する ため 、平成 13 年に「配偶者 からの暴 力

の防止及び被 害者の保 護に関す る法 律」が制定 され、そ の後、平 成 16

年 及 び 平 成 19 年の改正 により、 保 護命令制度の 拡充がな されると と

も に 、 市 町 村 にお け る 基 本 計 画 の 策 定 や 配 偶 者 暴 力相 談 支 援 セ ン タ ー

の 設 置 が 努 力 義務 と な る な ど 、 身 近 な 行 政 主 体 で ある 市 町 村 の 取 組 が

求められてき たところ です。  

  沖縄県に おいては 、平成 18 年 ３月に「沖縄 県配偶者 等からの 暴力

防 止 及 び 被 害 者支 援 基 本 計 画 」 を 策 定 し 、 計 画 に 基づ く 各 種 施 策 を 、

国 、 市 町 村 、 関係 機 関 及 び 民 間 団 体 等 と 連 携 し な がら 推 進 し て ま い り

ま し た が 、 そ の後 の 法 改 正 や こ れ ま で の 県 の 取 組 状況 等 を 踏 ま え 、 沖

縄 県 に お け る 配偶 者 等 か ら の 暴 力 の 防 止 及 び 被 害 者へ の 支 援 の た め の

施策の一層の 充実を図 るため、 同計 画を改定いた しました 。  

  県 と い た し ま して は 、 今 後 と も 、 国 、 市 町 村、 関 係 機 関 及 び 民 間 団

体等と連携を 図りなが ら、当 該計画 に基づく各種 施策を着 実に推進 し、

配 偶 者 等 か ら の暴 力 を 許 さ な い 、 誰 も が 個 人 と し て尊 重 さ れ る 社 会 の

実 現 に 向 け 取 り組 ん で ま い り ま す 。 県 民 の 皆 様 の 一層 の 御 理 解 と 御 協

力をお願い申 し上げま す。  

 結 び に、 沖 縄 県 配 偶 者 等か ら の 暴 力 防 止 及び 被 害 者 支 援 基 本計 画 の

改定に当たり まして 、策定等委 員の 皆様を始めと して、貴重な御意 見、

御 提 言 を い た だき ま し た 県 民 の 皆 様 、 関 係 各 位 に 心か ら お 礼 を 申 し 上

げ ま す 。  
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